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平成 30年 10月 

国  税  庁 

 

平成 29事務年度における 

租税条約等に基づく情報交換事績の概要 
 

情報交換に関する国際的な動向 

経済のグローバル化の進展に伴い、個人・企業による海外取引や海外資産の保有・運

用が複雑・多様化しています。さらに、いわゆる「パナマ文書」や BEPS（Base Erosion 

and Profit Shifting：税源侵食と利益移転）についての報道等により、富裕層による

海外資産隠しや多国籍企業による国際的な所得移転に対する国民の関心が高まってい

ます。 

このような状況の中、G20や OECDにおいては、国際的な脱税及び租税回避行為に対処

するため、各国税務当局間での協力・連携を一層推進していくこととしています。 

国税庁としては、こうした国際的な動きに対応して、今後とも、租税条約等に基づく

外国税務当局との情報交換を積極的に実施して、国際的な脱税等の把握や防止に効果的

に取り組んでいきます。 

 

平成 29 事務年度（平成 29 年７月～平成 30 年６月）における我が国の情報交換の事績

は、以下のとおりです。 

 

※ 租税条約等に基づく情報交換には、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び

「自動的情報交換」の３つの類型があり、情報交換事績もこれらの類型に分けています。 

 

※ 我が国の情報交換ネットワークの現状については、p.10・11をご参照ください。 
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１．「要請に基づく情報交換」 

○ 「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査において、国内で入手

できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、必要な情報の収集・提

供を外国税務当局に要請するものです。国際的な取引の実態や海外資産の保有・運

用の状況を解明する有効な手段となっています。 

○ 具体的には、これにより、外国税務当局から、海外法人の決算書、契約書、イン

ボイス、銀行預金口座取引明細書などのほか、外国税務当局の調査担当者が取引担

当者に直接ヒアリングして得た情報を入手できます。 

 

【ポイント】 

広範な情報交換ネットワークを活かし、「要請に基づく情報交換」を実施。 

 

  国税庁から外国税務当局に行った「要請に基づく情報交換」の件数は 766 件と

なりました。平成 25 事務年度から減少傾向にありましたが、平成 28 事務年度以

降増加に転じております。 

地域別にみると、我が国と経済的関係が強いアジア・大洋州の国・地域向けの要

請が 595件となり、約８割を占めています。 

 

  外国税務当局から国税庁に寄せられた「要請に基づく情報交換」の件数は 137件

となりました。平成 25 事務年度から３年連続で増加していましたが、平成 29 事

務年度においては減少に転じました。 
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グラフ１ 「要請に基づく情報交換」の要請件数の推移   

 

 

グラフ２ 「要請に基づく情報交換」の地域別件数の推移（国税庁→外国税務当局） 
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「要請に基づく情報交換」の活用例 

☆ 【外国税務当局から受領した情報の活用例】 

内国法人の法人税調査において、調査法人がＡ国の法人Ｂに対して多額の手

数料を支払っている事実を把握した。法人Ｂの形式的な所有者は調査法人では

なかったが、法人Ｂの真の所有者は調査法人ではないかとの疑いが持たれた。

このため、Ａ国税務当局に対し法人Ｂの真の所有者がわかる資料の提供を要請

した。Ａ国税務当局から提供を受けた資料から、法人Ｂの真の所有者は日本の

調査法人であることがわかり、調査法人に対して外国子会社合算税制（※）に

基づく課税を行った。 

   （※）外国子会社合算税制 

      外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外

国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制

度 
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２．「自発的情報交換」 

 

○ 「自発的情報交換」は、国際協力の観点から、自国の納税者に対する調査等の際

に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供する

ものです。 

 

【ポイント】 

国際協力の観点から、外国税務当局と自発的に情報を交換。 

 

  国税庁から外国税務当局に提供した「自発的情報交換」の件数は 157 件と、ほ

ぼ例年並みの件数となっています。 

地域別にみると、アジア・大洋州の国・地域への提供が 125 件ともっとも多く

なっています。 

  外国税務当局から国税庁に提供された「自発的情報交換」の件数は 574 件とな

っており、ほぼ前年並みの件数となっています。 

 

グラフ３ 「自発的情報交換」の件数の推移 

 

※ 平成 25事務年度においては、国外送金に関する情報を提供する特別の取組みを行っ

たことにより件数が多くなっています。 
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グラフ４ 「自発的情報交換」の地域別件数の推移（国税庁→外国税務当局） 
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☆ 【国税庁から外国税務当局に情報提供をした例】 

内国法人は、Ｃ国に所在する法人Ｄから製品を輸入しているが、その代金は

Ｃ国以外の第三国に所在する法人Ｅ名義の口座に送金されており、法人ＤがＣ
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３．「自動的情報交換」 

 

○ 「自動的情報交換」は、法定調書から把握した非居住者等への支払等 (利子、配

当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)についての

情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものです。 

○ 国税庁では、外国税務当局から「自動的情報交換」により提供された情報を申告

内容と照合し、国外財産について内容を確認する必要があるか等の検討を行ってい

ます。 

 

【ポイント】 

海外資産に係る透明性を高めるため、金融資産等の情報を交換。 

 

   国税庁から外国税務当局に提供した「自動的情報交換」の件数は、前事務年度を

大きく上回る約 70 万５千件となりました。 

地域別にみると、日本からの利子・配当等の支払いが多い欧州・その他の国・地

域向けの提供が約半数を占めています。 

  外国税務当局から国税庁に提供された「自動的情報交換」の件数は前事務年度よ

りも減少して、約 12万３千件となっています。 
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グラフ５ 「自動的情報交換」件数の推移 

 

 

グラフ６ 「自動的情報交換」の地域別件数の推移（国税庁→外国税務当局） 
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「自動的情報交換」の活用例 

☆ Ｅ国の税務当局から提供された資料をもとに、日本の居住者Ｆの申告内容を

検討したところ、Ｅ国のＧ銀行に預け入れた預金に係る受取利子が日本で申

告されていなかったことを把握した。 
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≪参考≫ 

我が国の情報交換ネットワークの現状 

【ポイント】 

情報交換の重要性に関する世界的認識が高まる中、我が国の情報交換

ネットワークは、126 か国・地域をカバーするまで拡大。 

○ 平成 30 年 10 月１日現在、我が国では 71 の二国間租税条約等（注）が発効してお

り、これらの全てに情報交換を実施するための規定が設けられています。最近では、

リトアニア（平成 30 年８月）、エストニア（平成 30年９月）との租税条約が発効して

います。 

 （注）二国間租税条約等には、租税条約のほか租税協定、情報交換協定、日台民間租税取決め

が含まれます。 

○ また、平成 25 年 10 月１日には、多国間の枠組みとして税務行政執行共助条約（以

下「執行共助条約」といいます。）が我が国において発効しました。 

執行共助条約は、締約国間で、租税に関する行政支援（情報交換・徴収共助・送達共

助）を相互に行うための多国間条約であり、本条約の締結により、より多くの国・地域

と情報交換を行うことが可能になっています。 

平成 30年 10月１日現在、執行共助条約が発効している国は、我が国を除いて 90か

国です。 

○ 二国間租税条約等及び執行共助条約を合わせると、平成 30 年 10 月１日現在、我が

国の情報交換ネットワークは 126か国・地域をカバーするものとなっています。 
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租税条約 

情報交換協定 

税務行政執行共助条約のみ 

日台民間租税取決め 

（注１）税務行政執行共助条約が多数国間条約であること、及び、旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ承継されていることから、条約等の数と国・地域数が一致しない。 

（注２）条約等の数及び国・地域数の内訳は以下のとおり。 

    ・租税条約（二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とする条約）：59本、70か国・地域 

    ・情報交換協定（租税に関する情報交換を主たる内容とする条約）：11本、11か国・地域（図中、（※）で表示） 

    ・税務行政執行共助条約：締約国は我が国を除いて 90か国（図中、国名に下線）。適用拡張により 107か国・地域に適用（図中、適用拡張地域名に点線）。このうち我が国と二国間条約を締結していない国・地

域は 44か国・地域。 

    ・日台民間租税取決め：１本、１地域 

（注３）台湾については、公益財団法人交流協会（日本側）と亜東関係協会（台湾側）との間の民間租税取決め及びその内容を日本国内で実施するための法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みを構築(現

在、両協会は、公益財団法人日本台湾交流協会（日本側）及び台湾日本関係協会（台湾側）にそれぞれ改称されている。）。 

 

《72 条約等、126 か国・地域適用／2018 年 10 月１日現在》（注１）（注２） 

財 務 省 

アジア・大洋州（24） 

インド シンガポール ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ フィリピン マレーシア  マカオ（※） 

インドネシア スリランカ パキスタン ブルネイ サモア（※）  台湾（注３） 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ タイ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ ベトナム マカオ（※）   

韓国 中国 フィジー 香港 台湾（注３）   

（執行共助条約のみ）    

クック諸島 ナウル ニウエ ﾏｰｼｬﾙ諸島    

 

ロシア・ＮＩＳ諸国 （12） 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ ジョージア ベラルーシ 
アルメニア カザフスタン タジキスタン モルドバ 
ウクライナ キルギス トルクメニスタン ロシア 

 

 

中東（９） 

アラブ首長国連邦 クウェート 

イスラエル サウジアラビア 

オマーン トルコ 

カタール  

（執行共助条約のみ） 

バーレーン レバノン 

 

アフリカ（11） 

エジプト 南アフリカ 

ザンビア  

（執行共助条約のみ） 

ウガンダ セネガル 

ガーナ チュニジア 

カメルーン ナイジェリア 

セーシェル モーリシャス 

 

北米・中南米（28） 

アメリカ 

カナダ 

チリ 

ブラジル 

メキシコ 

ケイマン諸島（※） 

英領ﾊﾞｰｼﾞﾝ諸島（※） 

パナマ（※） 

バハマ（※） 

バミューダ（※） 

（執行共助条約のみ） 

アルゼンチン 

アルバ 

アンギラ 

ウルグアイ 

キュラソー 

グアテマラ 

グレナダ 

コスタリカ 

コロンビア 

ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ﾈｰｳﾞｨｽ 

ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ及びｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島  

セントマーティン 

セントルシア 

ターコス・カイコス諸島 

バルバトス 

ベリーズ 

ペルー 

モンセラット 

 

欧州（42） 

アイルランド ハンガリー 

イギリス フィンランド 

イタリア フランス 

エストニア ブルガリア 

オーストリア ベルギー 

オランダ ポルトガル 

スイス ポーランド 

スウェーデン ラトビア 

スペイン リトアニア 

スロバキア ルクセンブルク 

スロベニア ルーマニア 

チェコ ガーンジー（※） 

デンマーク ジャージー（※） 

ドイツ マン島（※） 

ノルウェー ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ（※） 

（執行共助条約のみ） 

アイスランド  クロアチア 

アルバニア サンマリノ 

アンドラ ジブラルタル 

キプロス フェロー諸島 

ギリシャ マルタ 

グリーンランド モナコ 

  

 


